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報道関係者 各位 

 

令和５年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します 

 

 

群馬労働局（局長 加藤 博人）では、このたび、令和５年「高年齢者雇用状況等報告」

（６月１日現在）を取りまとめましたので、公表します。 

 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定

法」という。）」では、65歳までの雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引

上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じるよう、

企業に義務付けています。 

加えて、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、

「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、

「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置（高年齢

者就業確保措置）を講じるように努めることを企業に義務付けています。 

 

今回の集計結果は、従業員21人以上の企業4,036社（４年度は4,063社）からの報告に基づき、

このような高年齢者の雇用等に係る措置について、令和５年６月１日時点での企業における

実施状況等をまとめたものです。 

 

群馬労働局では、今後とも、生涯現役社会の実現に向けた取り組みとして、「生涯現役支援

窓口」をはじめとする各ハローワークの窓口において、担当者制による就職支援やセミナー

等、高年齢求職者の多様な就業ニーズを踏まえた支援を実施していきます。 

（集計結果の主なポイントは次ページ以降を参照） 

 

 

 

   

【照会先】 

群馬労働局職業安定部職業対策課 

課  長 篠田 幸一 

課長補佐 千明  恵 

（電 話）027(210)5008 

 

 厚 生 労 働 省 
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【集計結果の主なポイント】 
  

Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済（注）の企業の状況 

①  高年齢者雇用確保措置の実施状況（５ページ表１、６ページ表３－１） 

65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済の企業は4,036社（100％）［０．１ポイント増加］ 

・企業規模別には中小企業では100％［０．１ポイント増加］、大企業では100％［変動なし］ 

・高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は、 

全企業において70.4％［１．３ポイント減少］ 

 

②  65歳定年企業の状況（８ページ表５） 

65歳定年企業は860社（21.3％）［０．７ポイント増加］ 

・中小企業では21.4％［０．６ポイント増加］ 

・大企業では19.4％［３．６ポイント増加］ 

 

Ⅱ 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況 

①  70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況（７ページ表４－１） 

 70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済の企業は1,283社（31.8％）［０．７ポイント増加］ 

・中小企業では32.2％［０．７ポイント増加］ 

・大企業では23.0％［０．３ポイント減少］ 

 

②  66歳以上まで働ける制度のある企業の状況（９ページ表６） 

66歳以上まで働ける制度のある企業は1,694社（42.0％）［２．８ポイント増加］ 

・中小企業では42.1％［２．６ポイント増加］ 

・大企業では39.8％［５．６ポイント増加］ 

 

③  70歳以上まで働ける制度のある企業の状況（９ページ表７） 

70歳以上まで働ける制度のある企業は1,636社（40.5％）［２．６ポイント増加］ 

・中小企業では40.6％［２．４ポイント増加］ 

・大企業では38.7％［６．５ポイント増加］ 

 

④  定年制廃止企業の状況（７ページ表４） 

定年制の廃止企業は186社（4.5％）［０．１ポイント増加］ 

・中小企業では4.8％［０．１ポイント増加］ 

・大企業では0.5％［０．５ポイント増加］ 

 

※この集計では、従業員21人～300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。 

 詳細は、次ページ以降をご参照ください。 

 

＜集計対象＞ 

○ 群馬県内の常時雇用する労働者が21人以上の企業4,036社 

中小企業（21～300人規模）：3,845社（うち31～300人規模：2,730社) 

大企業 （301人以上規模）：  191社 

 

(注) 定年を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保のため、定年制の廃止、定年 

の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置（「高年齢者雇用確保措置」）を講じなければならない（法第９条第１項）。 

なお、継続雇用する場合の基準を平成25年３月31日までに労使協定により締結している企業については、年金の支給開始 

年齢の引上げに合わせて、希望者全員を継続雇用する義務の年齢を段階的に引き上げることができる。 
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表３－１　雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳
（社、％）

186 (181) 1,010 (966) 2,840 (2,911) 4,036 (4,058)

4.6% (4.5%) 25.0% (23.8%) 70.4% (71.7%) 100.0% (100.0%)

112 (106) 695 (640) 2,114 (2,190) 2,921 (2,936)

3.8% (3.6%) 23.8% (21.8%) 72.4% (74.6%) 100.0% (100.0%)

185 (181) 973 (934) 2,687 (2,741) 3,845 (3,856)

4.8% (4.7%) 25.3% (24.2%) 69.9% (71.1%) 100.0% (100.0%)

74 (75) 315 (326) 726 (721) 1,115 (1,122)

6.6% (6.7%) 28.3% (29.1%) 65.1% (64.3%) 100.0% (100.0%)

111 (106) 658 (608) 1,961 (2,020) 2,730 (2,734)

4.1% (3.9%) 24.1% (22.2%) 71.8% (73.9%) 100.0% (100.0%)

1 (0) 37 (32) 153 (170) 191 (202)

0.5% (0.0%) 19.4% (15.8%) 80.1% (84.2%) 100.0% (100.0%)

表３－２　継続雇用制度の内訳
（社、％）

2,550 (2,561) 290 (350) 2,840 (2,911)

89.8% (88.0%) 10.2% (12.0%) 100.0% (100.0%)

1,849 (1,872) 265 (318) 2,114 (2,190)

87.5% (85.5%) 12.5% (14.5%) 100.0% (100.0%)

2,430 (2,443) 257 (298) 2,687 (2,741)

90.4% (89.1%) 9.6% (10.9%) 100.0% (100.0%)

701 (689) 25 (32) 726 (721)

96.6% (95.6%) 3.4% (4.4%) 100.0% (100.0%)

1,729 (1,754) 232 (266) 1,961 (2,020)

88.2% (86.8%) 11.8% (13.2%) 100.0% (100.0%)

120 (118) 33 (52) 153 (170)

78.4% (69.4%) 21.6% (30.6%) 100.0% (100.0%)

表３－３　雇用確保措置における継続雇用先の内訳
（社、％）

合計（①＋②＋③）

21～30人

31～300人

301人以上

21人以上総計

21～300人

①定年制の廃止 ②定年の引上げ ③継続雇用制度の導入

31人以上総計

301人以上

21人以上総計

31人以上総計

②

経過措置に基づく基準対象

者とする継続雇用制度

合計（①＋②）

21～300人

21～30人

31～300人

①

希望者全員を対象とする

継続雇用制度

※ ( )内は、令和４年６月１日現在の数値。

※ 「合計」は、表３－１の「③継続雇用制度の導入」に対応している。

※ 「合計」は、表３－１の「③継続雇用制度の導入」に対応している。

※ ( )内は、令和４年６月１日現在の数値。

※ 「合計」は、表１の「①実施済み」に対応している。

※ 「②定年の引上げ」は、65歳以上の定年の年齢を設けている企業を、「③継続雇用制度の導入」は、定年年齢は65歳未満だが継続雇用制度の上限年

齢を65歳以上としている企業を、それぞれ計上している。
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